
受入・分別施設では、福島県内各地にある仮置場等から中間貯蔵施設に搬入される除去
土壌等を受け入れ、搬入車両からの荷下ろし、容器の破袋、可燃物・不燃物等の分別作業
を行います。土壌貯蔵施設では、受入・分別施設で分別された除去土壌を放射能濃度に応
じて安全に貯蔵します。また、廃棄物関連施設として、仮設焼却施設、仮設灰処理施設、
廃棄物貯蔵施設を整備しています。仮設焼却施設では、除染廃棄物、災害廃棄物、草木な
どの可燃物を焼却し、減容化します。発生した焼却灰等は、さらに減容化をするため、仮
設灰処理施設で溶融処理します。仮設灰処理施設で発生した灰は、鋼製の角形容器に封入
して、鉄筋コンクリート造等の廃棄物貯蔵施設に貯蔵します。
これらの施設については、まず2016年11月から受入・分別施設と土壌貯蔵施設の整備

に着手しました。2017年６月には除去土壌の分別処理を開始し、2017年10月には整備を
完了した土壌貯蔵施設で、分別した土壌の貯蔵を開始しました。また、2020年３月には中
間貯蔵施設における除去土壌と廃棄物の処理・貯蔵の全工程で施設の運転を開始しました。
その後、機械設備の老朽化のため、稼働させてきた受入・分別施設は一旦、解体撤去を実
施しました。現在では、主に特定帰還居住区域等から搬入した除去土壌等を貯蔵するために、
新たな受入・分別施設の新設工事等を実施しています。
なお、これらの施設においては、放射性物質の飛散・流出防止の安全対策を実施してい

ます。受入・分別施設では、屋根・壁・二重扉と負圧管理により外部への飛散を防止します。
また床を液体が浸透しにくい構造にして、汚水等が地下水に浸透することを防ぎます。土
壌貯蔵施設では、散水、覆土による飛散防止、遮水工による地下水への浸透防止を行って
います。施設で発生する浸出水等については、浸出水処理施設において適切に処理をして、
水質管理を行ったのち、排水しています。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和７年度版）」　第 9章 事故からの環境再生に向けた取組

100


